
１．件名
白菜ほか18点令和7年度下半期概算買入

２．品名、品質・形状等、納品回数、概算総数量
別紙明細書のとおり

３．納品日・納品時間・納品数量
納品日・納品時間・納品数量は、納入期間中、本法人職員が原則として前日までに納入業者あて指示する。

４．納入期間
令和7年10月1日から令和8年3月31日まで

５．納品場所
大阪市天王寺区茶臼山町１－108　天王寺動物園内

６．担当者　
地方独立行政法人 天王寺動物園　飼育展示課　　中原　祥貴　　電話 (06)6771-2151

８．検査

９．契約上の注意

１０．精算および支払い
受注者は月に一度を限度に検査に合格した数量に対して支払いを請求できるものとする。

１１．特記事項

＜附則＞
動物の嗜好性に合った飼料であり、一定期間の保存が可能な良好なものであること。
品質、形状、安全基準等において、要求される基準を満たしたものであること。
本契約は概算契約であり、契約金額の確定は納入期限において実納入数量に契約時の単価を乗じて行
うものとする。また、必要数量については本法人の都合により、概算総数量から変動することがある。
動物の嗜好性や採餌状況等によって、納品数量や頻度、産地や品種等の変更を指示する場合がある。

仕   様   書

納品の際に納品数量及び形状を確認し、適切な条件で保管した上次回納品時までに使用し、使用時に本法

人職員が品質を検査する。

 万一納品数量、納品日時・場所および品質・形状等において本法人職員が指定した納品が行われない場

合は全て受注者において賠償の責を負う。

応札に当たっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の方法によりよく質し、

その内容を熟知の上応札するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。

7.納入方法
原則として４トン車以下の車両で搬入すること。

園路を走行する必要がある場所に納品する際には、２トン車またはそれ以下の車両で搬入すること。

なお、園内を走行する時には当法人職員の指示に従うこと。



品　　　名 品　質　・　形　状　等 納品回数 概算総数量 単　　位 備考

1 白菜
新鮮な良質品。よく結球していて、土がついていないもの。葉の

変色や腐り、虫食い等のあるものは不可。動物の嗜好に合うも

の。1個あたりの重量が2.5～3kgのもの。契約期間を通して必要。

週３回以上 5,600 Kg

2 キャベツ
新鮮な良質品。よく結球していて、土がついていないもの。葉の

変色や腐り、虫食い等のあるものは不可。動物の嗜好に合うも

の。1個あたりの重量が1～1.5kgのもの。契約期間を通して必要。

週３回以上 790 Kg

3 しろな
新鮮な良質品。土がついていないもの。葉の変色や腐り、虫食い

等のあるものは不可。動物の嗜好に合うもの。1束あたりの重量が

200～300ｇのもの。契約期間を通して必要。

週３回以上 1,350 Kg

4 小松菜
新鮮な良質品。土がついていないもの。葉の変色や腐り、虫食い

等のあるものは不可。動物の嗜好に合うもの。1束あたりの重量が

200～300ｇのもの。契約期間を通して必要。

週３回以上 780 Kg

5 チンゲンサイ
新鮮な良質品。土がついていないもの。葉の変色や腐り、虫食い

等のあるものは不可。動物の嗜好に合うもの。契約期間を通して

必要。

週３回以上 240 Kg

6 セロリ
新鮮な良質品。土がついていないもの。葉の変色や腐り、虫食い

等のあるものは不可。動物の嗜好に合うもの。乾燥していないも

の。契約期間を通して必要。

週３回以上 720 Kg

7 レタス
新鮮な良質品。土がついていないもの。葉の変色や腐り、虫食い

等のあるものは不可。動物の嗜好に合うもの。乾燥していないも

の。契約期間を通して必要。

週３回以上 480 Kg

8 トマト
新鮮な良質品。青みの無い熟れているもの。動物の嗜好に合うも

の。1個当たりの重量が200ｇ前後で、大きさにばらつきの無いも

の。契約期間を通して必要。

週３回以上 350 Kg

9 サツマイモ
新鮮な良質品。種いも、腐敗、変質、発芽品は不可。動物の嗜好

に合うもの。
週３回以上 2,500 Kg

10 ジャガイモ
新鮮な良質品。種いも、腐り、かび、変質、土付、発芽品は不

可。動物の嗜好に合うもの。直径6cm以上で1個当たりの重量が

100～200ｇのもの。契約期間を通して必要。

月1回以上 160 Kg

11 ニンジン
新鮮な良質品。種いも、腐敗、変質、発芽品は不可。動物の嗜好

に合うもの。
週３回以上 1,780 Kg

12 キュウリ
新鮮な良質品。変質や変色、割れや擦れ、虫食いのないもの。動

物の嗜好に合うもの。1本の重量が120g以上で⾧さが20cm以上の

もの。

週３回以上 45 Kg

13 ダイコン
国産の良質品。腐り、かび、変質、虫食いは不可。動物の嗜好に

合うもの。
週3回以上 180 Kg

14 カボチャ
新鮮な良質品。土がついていないもの。変色や変形、腐り、割れ

等のあるものは不可。動物の嗜好に合うもの。指示した大きさの

もの。契約期間を通して必要。

週１回以上 280 Kg

15 白ネギ

新鮮な良質品。1本の⾧さが60cm以上、重さが65ｇ以上のもの。

土がついていないもの。変色や腐り、虫食い等のあるものは不

可。動物の嗜好に合うもの。乾燥しておらず、表面がやわらかく

ないもの。

週3回以上 200 Kg

16 玉ネギ
新鮮な良質品。動物の嗜好に合うもの。直径6～10cmで1個当たり

の重量は200～400ｇ、大きさにばらつきの無い物。契約期間を通

して必要。

週3回以上 460 Kg

17 ゴボウ
国産の新鮮な良質品。腐り、かび、変質、虫食いは不可。動物の

嗜好に合うもの。
週3回以上 155 Kg

18 パプリカ
新鮮な良質品。腐り、かび、変質、虫食いは不可。動物の嗜好に

合うもの。1個の重量が150g程度のもの。
週3回以上 30 Kg

19 ブロッコリー
国産の新鮮な良質品。腐り、かび、変質、虫食いは不可。動物の

嗜好に合うもの。1株の重量が500g以上のもの。
週3回以上 160 Kg

仕 様 書 ( 明 細 書 ）



（別紙）  

 

 暴力団等の排除に関する特記仕様書  

  

地方独立行政法人天王寺動物園（以下「発注者」という。）が締結する契約等から暴力団を

排除する措置については、「大阪市暴力団排除条例」（平成23年大阪市条例第10号。以下「条

例」という。）、「大阪市暴力団排除条例施行規則」及び「大阪市契約関係暴力団排除措置要

綱」（以下「要綱」という。）に準拠し、大阪市と同様の措置を講じる。  

 

１ 暴力団等の排除について 

（１）受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同

じ。）は、大阪市暴力団排除条例（平成23年大阪市条例第10号。以下「条例」という。）第

2条第2号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第3号に規定する暴力

団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められる者と下請契

約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。 

（２）受注者は、条例第7条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）に、

暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購

入契約又はその他の契約をさせてはならない。 

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる

者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除さ

せなければならない。 

（３）受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認め

られる者から条例第９条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたとき

は、速やかに、この契約に係る本法人監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管

する担当課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わ

なければならない。 

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる

者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告する

とともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 

（４）受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本法人に対し前号に規定する報告をしなか

ったと認めるときは、条例第12条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱によ

る停止措置を行うことがある。 

（５）受注者は第3号に定める報告及び届出により、本法人が行う調査並びに警察が行う捜

査に協力しなければならない。 

（６）発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から

の不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履

行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じるこ

ととする。 

 

２ 誓約書の提出について 

受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなけ

ればならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。 

 



職員等の公正な職務の執行の確保に関する特記仕様書 

 

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から

違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の地方独立

行政天王寺動物園総務課（連絡先：06-6771-2150）に報告しなければならない。 

 

 

個人情報等の保護に関する特記仕様書 

 

この契約の履行にあたって個人情報は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み、個人

情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条

例の趣旨を踏まえ、適切に取り扱わなければならない。 

 


